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保護者の皆様へ

延岡市立東小学校

校長 濵砂 一徹

教職員と児童とのメール・SNS等によるやりとりの禁止について

梅雨の候 保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のことと存じます。

平素より、本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、教職員が児童と私的メールをすることは、これまでも禁止しておりまし

たが、今般、「教職員が児童生徒とのメール・SNS 等でやりとりをすることを原

則として禁止する教育委員会通知」を踏まえ、本校におきましても、教職員が児

童とのメール・SNS等でやりとりをすることを改めて禁止することといたします。

つきましては、下記のとおり対応しますことをご連絡申し上げますとともに、

趣旨をご理解の上、ご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

記

１ 教職員が、児童と電話番号やメールアドレス、ライン等の交換を行うことは

ありません。

２ 現代の高度に情報化したネット社会の中にあっては、学校における連絡手段

としてのメール・SNS 等の利便性や効用を否定することはできないものの、公

私の混同につながる危険性があることから、たとえ校務や業務のためであって

も、各校で公式に許可された学習支援システム以外において、教職員が児童と

メール・SNS等でやりとりすることを原則として禁止することとします。


